
日
蓮

遺
文

の
書
式

に
つ
い
て

―

日
付
に
年
号
が
記
さ
れ
た
書
状
小
考
―

寺

尾

英

智

一

日
蓮

遺
文
に
は
、
『不
動
愛
染

感
見
記
』
(真
蹟
)
の

「
建
長
六
年
六

月
廿
五
日
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
付
に
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
二
、
三
の
例
を
示
す
と
、
『
安
国
論
奥
書
』
(真
蹟
)「文
永
六
年

十
二
月
八
日
」
、
『
法
華
浄
土
問
答
抄
』
(真
蹟
断
片
あ
り
)
「文
永
九
年

正
月
十
七
日
」
、
『
観
心
本
尊
抄
』
(真
蹟
)
「
文
永
十
年

卯
月
二
十

五
日
」
、
『顕
仏
未
来
記
』
(真
蹟
曽
存
)
「文
永
十
年

後
五
月
十

一
日
」
、

『
上
野
殿
御
返
事
』
(日
興
筆
写
本
)
「文
永
十

一
年

十

一
月
十

一
日
」
、

『諸
人
御
返
事
』
(真
蹟
)
「弘
安
元
年
三
月
廿

一
日
戌
時
」
な
ど
で
あ
る
。

鈴
木

一
成

『
日
蓮
聖
人
遺
文

の
文
献
学
的
研
究
』
は
遺
文
の
系
年

(執

筆
年
次
)
研
究
の
視
点
か
ら
、

こ
れ
を
当
該
遺
文
に
存
在
す
る
系
年
の

根
拠
と
し
て
取
り
上
げ
、
「
日
付

の
項

に
年
号
干
支
が
記
さ
れ
て
い
る

も

の
」

と
し
て
四
項
に
分
類
し
て
い
る
。
(
1
)

鈴
木
氏
の
整
理
に
は
若
干
の

錯
誤
が
見
ら
れ
、
そ
の
後

の
新
発
見
も
あ
る
の
で
、
同
様
の
分
類
に
従

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

っ
て
改

め

て

『
昭

和

定

本

日
蓮

聖

人
遺

文
』

の
遺

文

番

号

の

み
を

記

す

と

次

の

と

お
り

で
あ

る

。

(
各
項
目
に
追

加
し
た
遺
文

は
番
号

の
後

に
*
を

付
け

た
。
今
後

の
調
査

に
よ
り
変
更

の
可
能
性
も
あ

る
)

イ
、

真

蹟

に
記

さ

れ

て

い
る

も

の

(真
蹟
現

・
曽
存

に
限

る
)

三

、

二
一

、

四

九
、

六

九
、

八

九
、

九

四

、

一

一
八
、

一

一
九

、

一

二五

、

一
四
〇

、

二

二

三
、

二

七

七

、

二
八

○

、

三
四

五

*

合

計

一
四

(鈴
木
氏

は

一
三
篇
と
す
る
も

一
篇

を
追
加
、

う

ち
書

状

は
六
)

ロ
、

直

弟

が

到

来

の
年

月

を

記

入

し

た

も

の

(真
蹟
現
存

に
限

る
)

二
一

五

、

二
四

二
、

二

五

二
、

三

二

五

、

三

五

七
、

三

七
九

、

四

二

八

、

四

三

八

*

合

計

八

(鈴
木
氏

は

一
〇
篇
と
す
る
も
三
篇

は
真
蹟
な
く
減
、

一
篇
を
追
加
、
す

べ
て
書

状
)

ハ
、

直

弟

孫

弟

の
写

本

に
年

号

が

あ

る

も

の

(正
本
現
存

に
限

る
)

三

六
、

三

八
、

一

一

二、

一

二
四
、

一

二五

、

一

二七
、

一
四

五
、

一
五

三

*
、

一
五

六
、

一
八

五

、

二
〇

六

*
、

二

四

六

、

二

二
四

一

735



日
蓮
遺
文
の
書
式
に
つ
い
て

(寺

尾
)

四
七
、
二
四
九
、
二
七

一
、
二
八
二
、
三
〇
〇
、
三

一
四
、
三
三

八
、
三
四
二
、
三
四
四
、
三
五
〇
*
、
三
七
七
*
、
三
九
四
、
四

〇

二
、
四
〇
八
、
四
二
九
*

合
計
二
七

(鈴
木
氏
は
二
三
篇
と

す
る
も
五
篇
を
追
加
し
一
篇
を
減
、
う
ち
書
状
は
二
一

)

遺
文

の
日
付
に
記
さ
れ
た
年
号
が
、
そ
の
執
筆
年
代
を
確
定
す
る
上

で
重
要

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
は
記
さ
れ
て
い

る
年
号
が
同
様
に
扱
え
る
か
と
い
え
ば
、

ハ
に
分
類
さ
れ
る
日
興
筆
写

本
に
収
録
さ
れ
た
遺
文

(書
状
)
に
つ
い
て
検
討
し
た
よ
う

に
、
(
2
)

必
ず

し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
日

蓮
の

「文
使
い
」
の
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
の

一
つ
と
し
て
、
年
号
が
記
さ
れ
る
書
状

の
日
付
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て

検
討
を
加
え
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

書
状

の
目
付
に
記
さ
れ
た
年
号
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
氏
の
分
類
に
も

あ
る
よ
う
に
イ

「
真
蹟
に
記
さ
れ
て
い
る
も

の
」

＝
日
蓮
自
ら
が
記
し

た
も

の
と
、

ロ

「直
弟
が
到
来
の
年
月
を
記
入
し
た
も

の
」
と
の
二
種

類
が
あ

る
。
そ
こ
で
、
書
状
の
日
付
の
記
し
方
に
つ
い
て
、
字
配
り
等

も
明
ら
か
に
す
る
た
め
本
文
の
末
尾
か
ら
充
所
ま
で
の
部
分
を
掲
げ
る

と
次

の
よ
う
で
あ
る
。
(遺
文
名
の
前
に
付
し
た
番
号
は
『昭
和
定
本
日
蓮
聖

人
遺
文
』
の
遺
文
番
号
、
以
下
同
様
)

イ

四
九

『
安
国
論
御
勘
由
来
』

二

四
二

不
申
之

…
可
有
後

悔
、
恐

々
謹
言

文
永

五
年

四
月
五
日

日
蓮

(花
押
)

法
鑒
御

房

ロ

三

五

七

『
上

野

殿
御

返
事

』

御
計

候

は
ん
か
、
恐

々
謹
言

十
二
月
廿
七
日日

蓮

(花
押
)

(異
筆
)
「弘
安
二
年
到
来
」

上
野

殿
御
返
事

こ

の
う

ち

、

ロ
の
場

合

に

つ

い
て

は
別

稿

に

お

い

て

ハ

「
直

弟

孫

弟

の
写
本
に
年
号
が
あ
る
も
の
」
を
検
討
す
る
中
で
論
じ
た
の
で
、
(
4
)

本
稿

で
は
イ
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

『
安
国
論
御
勘
由
来
』
と
同
様
に
日
付
を
記
す
書
状
は
他
に
五

通
あ

る
の
で
、
次
に
示
そ
う
。

八
九

『
転
重
軽
受
法
門
』

し
け
き
ゆ
へ
に
と
ゝ
め
候
、

恐
々
謹
言

文
永
八
年

十
月
五
日

日
蓮

(花
押
)

大
田
左
衛
門
尉
殿

(略
)

一
一
九

『観
心
本
尊
抄
副
状
』
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拝
見
三
仏
顔
貌
、

恐
々
謹
言

文
永
十
年

卯
月
廿
六
日

日
蓮

(花
押
)

富
木
殿
御
返
事

一
四
〇

『法
華
行
者
値
難
事
』

之
以
心
推
之
、

文
永
十

一
年

正
月
十
四
日

日
蓮

(花
押
)

一
切
諸
人
見
聞
之

有
志
人
々
互
語
之

二
七
七

『始
聞
仏
乗
義
』

委
細
又
々
可
申
、

建
治
四
年

二
月

廿
八
日

日
蓮

(花
押
)

富
木
殿

二
八
○

『諸
人
御
返
事
』

法
門
幸
甚
く

、

弘
安
元
年

三
月
廿

一
日

戌
時

日
蓮

(
花
押
)

日
蓮
遺
文

の
書
式

に

つ
い
て

(寺

尾
)

諸
人
御
返
事

何
れ
の
書
状
の
場
合
も
、
日
付

の
文
字

の
大
き
さ
は
年
月
日
と
も
に

同

一
に
記
さ
れ
て
い
て
、
年
号
を
前
掲

の
三
五
七

『
上
野
殿
御
返
事
』

の
様
に
小
書
き
に
し
て
い
る
も

の
は
な
い
。
『
始
聞
仏
乗
義
』
『諸
人
御

返
事
』
の
二
通
は
年
月
日
が
二
行
に
わ
た

っ
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
料
紙
の
都
合
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
、

一
行
に
記
し
た

他
の
書
状
の
場
合
と
同
様
に
考
え

て
よ

い
。
ま
た
、
『諸
人
御
返
事
』

以
外
の
書
状
に
は
、
年
号
に
併
せ
て
干
支
も
記
さ
れ
て
い
る
。

三

書
状
の
日
付
に
年
号
を
記
す
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
文
書

一
般

の
日
付
に
つ
い
て
、
古
文

書
学
の
明
ら
か
に
す
る
所
を
参
照
し
た
い
。

文
書
の
日
付
に
つ
い
て
、
田
中
稔

『
日
本

の
古
文
書
』
に
よ
れ
ば
次

の
五

種

類

に
分

類

さ

れ

る

。
(
5
)

1
、
書
下
年
号

「
寛
喜

三
年

二
月
廿
三
日
」

の
よ
う

に
、
年

・
月

・
日
を

一

行

に
書
く
も

の
。

2
、
付
年
号

月
日
を
書

い
た
そ

の
右
傍
等

に

「
永
仁
六
」
あ

る
い
は

「
天

喜

二
年
」

の
よ
う
に
、
年

を
注

記
す
る
よ
う
な
形

で
書

い
た
も

の
で
、
年

号

と
月

日
が
同
筆

の
同
筆
付
年
号

と
、
年
号

と
月
日
が
異
筆

の
異
筆

付
年

号

に
分
け

ら
れ

る
。
同
筆
付
年
号

は
正

文
の
場
合

に
は
発
信
者
自
信
が
書

い
た
も

の
で
あ
り
、
異
筆

の
場
合

に
は
3
無
年
号
文
書

に
受
信
者
側
に
お

二
四
三
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日
蓮
遺
文
の
書
式
に
つ
い
て

(寺

尾
)

い
て
受
信
の
年
を
記
録
し
て
お
く
た
め
に
加
筆
し
た
も
の
。

3
、
無
年
号

月
日
ま
た
は
日
の
み

(と
き
に
は
時
刻
)
を
書
く
も
の
。

4
、
無
日
付

日
付
を
書
か
な
い
も
の
。

日
付
に
年
号
を
記
す
書
き
方
に
は
、
書
下
年
号
と
付
年
号
が
あ
る
こ

と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
日
蓮
の
書
状
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
た
場
合
、

『
安
国
論
御
勘
由
来
』
以
下
の
五
通
は
年
月
日
を

一
行
に
書
い
て
い
た

か
ら
、
書
下
年
号
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
『諸
人
御
返
事
』
は

書
下
年
号
に
時
刻
が
加
え
ら
れ
た
形
で
あ
る
。
な
お
、
日
蓮
の
書
状
に

は
干
支
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

そ
れ
で
は
、
書
下
年
号
は
文
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ

の
で
あ

ろ
う
か
。
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
書
下
年
号
は
、
公
式
様

の
公
文

書
は
も

と
よ
り
、
平
安
時
代
以
降
に
現
れ
る
宣
旨

・
官
宣
旨
や
下
文

・

下
知
状
等
の
公
文
書
、
譲
状

・
寄
進
状

・
売
券

・
借
状
等
の
証
文
類
そ

の
他
広
く

一
般
的
に
見
ら
れ
る
書
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
い

ず
れ
も
後
日
の
証
拠
文
書
と
な
る
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
後
日
の

証
拠
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
事
実
が
行
わ
れ
た
年
月
日
を
明
確
に
証

明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
年
付
が
な
け
れ
ば
そ
の
文
書
は
証
拠
能

力
を
失

っ
て
し
ま
う
。
し
た
が

っ
て
、
必
ず
年
月
日
を
書
く
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
た
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
月
日
の
み
で
年
号
を
記

さ
な
い
文
書
に
つ
い
て
は
、
発
信
者

に
お
い
て
、
現
在
当
面
し
て
い
る

事
項
に

つ
い
て
報
ず
れ
ば

一
往

の
事
が
足
り
、
後
日
に
ま
で
そ
の
文
書

の
効
力
を
期
待
す
る
必
要
が
な
く
、
年
号
を
省
略
し
月
日
の
み
を
記
す

二
四
四

こ
と
で
何
ら
支
障
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
常
的
な
連

絡
の
た
め
の
書
状
は
勿
論
、
当
面
し
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
の
命
令
を

下
す
論
旨

・
院
宣

・
御
教
書
に
あ

っ
て
も
、
受
信
者
側
で
年
号
を
書
き

加
え
る
こ
と
は
な
く
、
月
日
の
み
の
ま
ま
に
保
管
さ
れ

る

こ
と

に
な

る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

四

日
蓮
が
書
下
年
号
を
用
い
た
の
は
書
状
で
あ

っ
て
、
証
文
類
で
は
な

い
。
し
か
し
、
日
蓮
の
数
多
い
書
状
の
大
部
分
は
、
月
日
の
み
で
年
号

を
記
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
日
蓮
自
身
が
、

公
文

書
や

証

文

類
、
論
旨

・
院
宣

・
御
教
書
な
ど

の
書
式
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、
し

ば
し
ば
そ
れ
ら
の
文
書
を
遺
文
中

へ
引
用
し

て
い
る
こ
と
を
見
て
も
確

か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
日
蓮
は

『
安
国
論
御
勘
由
来
』
等

の
日
付
に
た
ま
た
ま
年
号
を
記
し
た
の
で
は
な
く
、
意
図
的
に
記
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
真
蹟

で
は
な
く
写
本
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た
遺
文

の

場
合
に
は
、
真
蹟
が
書
下
年
号
で
あ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
月
日

の
み

で
あ

っ
た
も
の
に
後
に
年
号
が
添
加
さ
れ
た
も

の
か
、
見
極
め
る
こ
と

も
必
要
と
な

っ
て
く
る
。
本
稿

の
冒
頭
に
示

し
た

一
五
三

『
上
野
殿
御

返
事
』

の
日
付
が
書
下
年
号
で
あ
る
こ
と
は
、
別
に
論
じ
た
と
お
り
で

あ
る
。
(
6
)

な
お
、
1
で
示
さ
れ
た
書
下
年
号
の
書
き
方
に
は
干
支
が
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
日
蓮

の
書
状
に
は
干
支
が
記
さ
れ
て
い
た
。
公
文
書
の
類
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の
書
下
年
号
に
は
干
支
を
記
さ
な
い
が
、
土
地
の
売
券

・
寄
進
状

・
譲

状
な
ど
私
文
書
の
う
ち
に
は
干
支
を
記
し
た
も

の
が
間

々
見
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
の
文
書
の
中
か
ら
二
、
三
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、
法
隆
寺
供

僧
田
売
券

(鎌
倉
遺
文

四
五
七
一
号
)
に
は

「天
福
元
年

十
月
廿
八

日
」

と
あ
り
、

比
丘
尼
地
頭
職
譲
状

(鎌
倉
遺
文

四
六

一
四
号
)
に
は

「天
福
武
年

二
月
十
三
日
」
と
あ

り
、
任
増

田
地
売
券

(鎌
倉
遺
文

四
七
六
八
号
)
に
は

「
文
暦
貮
年

六
月
十

一
日
」
と
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、

日
蓮

の
書
状
も
同
様
で
あ
る
。

書
状

の
日
付
に
書
下
年
号
を
用
い
た
事
例
と
し
て
、
日
蓮
と
同
時
代

の
北
条
時
宗
書
状

(鎌
倉
円
覚
寺
文
書
)
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

書
状

の
日
付
は

「弘
安
元
年
賊
十
二
月
廿
三
日
」
と
書

下
年
号
が
用
い

ら
れ

て
い
た
。
本
状
は
、
建
長
寺

の
開
祖
蘭
渓
道
隆
に
師
事
し
て
い
た

時
宗
が
、
道
隆
の
入
寂
後
、
更
に
宋
か
ら
禅
宗
の
高
僧
を
招
聘
し
よ
う

と
し

て
、
建
長
寺
の
蔵
主
徳
詮
、
典
座
宗
英
に
そ
の
命
を
伝
え
た
も

の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
祖
元
が
来
朝
し
、
時
宗
が
祖
元
に
帰
依
し
こ
と

か
ら
、

こ
の
書
状
は
言
わ
ば
時
宗
が
祖
元
に
対
し
て
師
檀
の
交
わ
り
を

結
ん
だ
契
状
と
な

っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
(
7
)

以
上
の
よ
う
に
見
て
来
た
場
合
、
日
蓮
の
書
状
の
中
に
お
い
て
書
下

年
号
が
用
い
ら
れ
た
書
状
の
重
要
性
が
、
日
付

の
書
式
を
手
掛
か
り
と

し
て
も
明
ら
か
と
な

っ
て
く
る
。
現
在
当
面
し
て
い
る
事
項
に
つ
い
て

報
ず
る
と
い
う
書
状
の
機
能
に
、
執
筆
の
時
点
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ

り
後
日
に
備
え
る
証
文
と
し
て
の
要
素
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え

日
蓮
遺
文
の
書
式
に
つ
い
て

(寺

尾
)

る
。
上
原
専
禄
氏
に
よ
っ
て

『始
聞
仏
乗
義
』
に
つ
い
て

「
日
付
が

こ

の
よ
う
に
詳
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
末
尾
に

『病
身
た
る
の
故
に
委
細

な
ら
ず
』
と
注
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
、
こ
の
書
簡

の
重
要
性

が
日
蓮
自
身
に
よ

っ
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
と
さ
れ
よ
う
」
と

の
指

摘

が

な

さ
れ

て

い

る
が

、
(
8
)

個

々

の
書

状

に

つ
い

て
書

下

年

号

で

あ

る

こ

と

を
念

頭

に
置

い
て
本

文

を

理
解

す

る

必
要

が

あ

ろ
う

。

1

鈴
木

一
成

「
日
蓮
聖
人
遺
文

の
文
献
学
的
研
究
』

一
八
○
頁
以
下
。

2
、

4
、

6

拙
稿

『
日
蓮
遺
文

の
日
興
筆
写
本

の
性
格

に

つ
い
て
」

(
『
大

崎
学
報
』

一
五

一
号
)
。

3

日
蓮

の

「
文
使

い
」

の
世
界

に

つ
い
て
は
、
中
尾
尭

「
日
蓮
聖
人
御
真

蹟

に
見
る

『
料
紙
』

の
使
用
法
」

(『
棲
神
』
六
五
号
)
を
参
照
。

5

田
中
稔

『
日
本

の
古
文
書
』

(同
著

『
中
世
史

料

論

考
』
再
録
)

一
四

頁
以
下
。

7

相
田
二
郎

『
日
本

の
古
文
書
』
上

五

一
九
～
五
二
〇
頁
。

8

上
原
専
禄

「
富
木
常
忍

の
母

の
死
を

受

け

て
」
、
同

『
死
者

・
生
者
』

二
七
七
頁
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

書

下
年
号

、
書
状

の
日
付
、
日
蓮

書
状(

立
正
大
学
講
師
)

二
四
五

739


